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（常任委員会審査結果報告及び決算特別委員会審査結果報告・質疑・討論・採決） 

（議員派遣、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査） 





 

１．応招議員は、次のとおりである。 

   第１番 田﨑 幸夫   第２番 鶴見 典明 

   第３番 篠塚 啓一   第４番 神藤 昭彦 

   第５番 小川 公威   第６番 志鳥 勝則 

   第７番 海老原友子   第８番 石﨑 幸寛 

   第９番 勝山 修輔   第10番 田村  稔 

   第11番 津野田重一   第12番 稲見 敏夫 

   第13番 稲川  洋   第14番 髙橋 正昭 

２．出席議員は、次のとおりである。 

   第１番 田﨑 幸夫   第２番 鶴見 典明 

   第３番 篠塚 啓一   第４番 神藤 昭彦 

   第５番 小川 公威   第６番 志鳥 勝則 

   第７番 海老原友子   第８番 石﨑 幸寛 

   第９番 勝山 修輔   第10番 田村  稔 

   第11番 津野田重一   第12番 稲見 敏夫 

   第13番 稲川  洋   第14番 髙橋 正昭 

３．欠席議員 

   なし 

４．職務のため本会議に出席した者は、次のとおりである。 

   議会事務局長 海老原昌幸  書記（総務係長） 諏訪 満里 

５．地方自治法第１２１条の規定により出席した者は、次のとおりである。 

   町  長      星野 光利    副 町 長      和田 裕二 

   教 育 長      氷室  清    総務課長      星野 和弘 

   企画課長      柴  光治    税務課長      信夫 一行 

   住民課長      田仲 有紀    地域生活課長    大山 光夫 

   健康福祉課長    浜野 知子    子ども家庭課長   高橋 文枝 

   農政課長兼農業委員会事務局長 松本 勝彦    商工課長      保坂 武志 

   都市建設課長    神永  理    建築課長      星野 敏克 

   上下水道課長    川島 勝也    会計管理者兼会計課長 日野 妙子 

   教育総務課長    佐藤 史久    生涯学習課長    深谷  昇 

   デジタル推進室長  田仲 進壽 

６．本会議の事件は、次のとおりである。 

   日程第１  議案第５８号から議案第６７号までの常任委員会審査結果報告について 

   日程第２  議案第７４号から議案第８０号までの決算特別委員会審査結果報告について 

   日程第３  議員の派遣について 

   日程第４  議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について 
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午前１０時００分 開議 

○議長【髙橋正昭君】 皆さん、御起立願います。 

（全員起立） 

○議長【髙橋正昭君】 おはようございます。 

（議員・執行部 一同礼） 

○議長【髙橋正昭君】 御着席ください。 

 これから本日の会議を開きます。 

 なお、議場内が暑くなっておりますので、上着の脱衣を許します。 

 ただ今の出席議員は１４人です。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【髙橋正昭君】 日程に入ります。本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【髙橋正昭君】 日程第１、「議案第５８号から議案第６７号までの常任委員会審査結果報告に

ついて」を議題といたします。 

 常任委員会付託の案件につきましては、お手元に配付のとおり審査結果報告書が提出されております

ので、会議録に登載のことといたします。 

 

令和５年９月１９日 

 上三川町議会議長 髙橋正昭 様 

                               上三川町議会総務文教常任委員会 

                               委員長 小川公威 

委員会審査結果報告書 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第７７条の規定によ

り報告します。 

記 

１ 審査事件 

 （１）議案第５８号 工事請負契約の変更について（（仮称）上三川町生涯学習・子育て支援複合施

設建設工事） 

 （２）議案第５９号 財産の取得について（（仮称）上三川町生涯学習・子育て支援複合施設（子育

て支援センター部分を除く）に係る什器等） 

 （３）議案第６０号 財産の取得について（子育て支援センター開設に係る什器等） 

 （４）議案第６１号 上三川町都市計画税条例の一部改正について 

 （５）議案第６２号 上三川町ＯＲＩＧＡＭＩプラザの設置及び管理に関する条例の制定について 

 （６）議案第６３号 上三川町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定について 

２ 審査日 

  令和５年９月７日 
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３ 結果 

  議案は、いずれも原案どおり可決する。 

 

令和５年９月１９日 

 上三川町議会議長 髙橋正昭 様 

                               上三川町議会産業厚生常任委員会 

                               委員長 海老原友子 

委員会審査報告書 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第７７条の規定によ

り報告します。 

記 

１ 審査事件 

 （１）議案第６４号 上三川町印鑑条例の一部改正について 

 （２）議案第６５号 上三川町手数料条例の一部改正について 

 （３）議案第６６号 上三川町妊産婦医療費助成に関する条例の一部改正について 

 （４）議案第６７号 町道路線の認定について 

２ 審査日 

  令和５年９月７日 

３ 結果 

  議案は、原案どおり可決する。 

 

○議長【髙橋正昭君】 これより委員長の報告を求めます。初めに、総務文教常任委員長の報告を求め

ます。５番、総務文教常任委員長、小川公威君。 

（５番・総務文教常任委員長 小川公威君 登壇） 

○５番・総務文教常任委員長【小川公威君】 総務文教常任委員会の審査結果について御報告いたしま

す。 

 ９月１日の本会議において当委員会に付託された案件は、議案第５８号から議案第６３号までの６件

であります。９月７日に委員会を開き、執行部から説明を受け審査をしましたので、その結果について

御報告いたします。 

 総務課所管の議案第５８号では、工事請負契約の変更に伴う落札率の取扱いに関する質問に対し、本

工事と同様の落札率で計算して契約の相手方と協議を行い同意を得ているとの説明がありました。 

 議案第５９号では、議案第６０号と分割発注する理由に関する質問に対し、同じ施設であるが、エリ

アを分けておりコンセプトが異なるためである。 

 生涯学習センター部分は、教育委員会事務局職員が使用する事務机等を、学習室では中央公民館で使

用しているような椅子、机等を、工作室では学校の図工室で使うような椅子、机等である。子育て支援

センター部分は、小学生以下の子供に合わせた規格、安全性の高いものであり異なる部分であるとの説
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明がありました。 

 税務課所管の議案第６１号では、税率変更による都市計画税の見込みに関する質問に対し、税率変更

により税収は令和６年度で約１,１００万円、令和７年度では約２,７００万円減額になる見込みである

との説明がありました。 

 生涯学習課所管の議案第６２号では、施設使用料の算出方法に関する質問に対し、ＯＲＩＧＡＭＩプ

ラザの建設工事費を施設の耐用年数３８年や年間開館日数、１日の開館時間で割り、１時間当たりの費

用を算出して、施設全体の面積から使用場所の面積を按分して金額を出している。更に町内の他の施設

や周辺自治体の使用料も比較しながら決めているとの説明がありました。 

 また、陶芸窯の使用では、焼いている時間帯は工作室の使用料はかからない予定であるが、窯に入れ

るとき、また確認する作業のときは使用料がかかることになる予定である。施設利用案内等で誤解のな

いように周知していきたいとの説明がありました。 

 審査の結果、議案第５８号から議案第６３号まで全員賛成により、原案どおり可決いたしました。 

 以上、報告いたします。 

 令和５年９月１９日、総務文教常任委員長、小川公威。 

○議長【髙橋正昭君】 次に、産業厚生常任委員長の報告を求めます。７番、産業厚生常任委員長、海

老原友子君。 

（７番・産業厚生常任委員長 海老原友子君 登壇） 

○７番・産業厚生常任委員長【海老原友子君】 産業厚生常任委員会の審査結果について報告をいたし

ます。 

 ９月１日の本会議において当委員会に付託された案件は、議案第６４号から議案第６７号までの４件

であります。９月７日に委員会を開き、執行部から説明を受け審査をいたしましたので、その結果につ

いて御報告いたします。 

 住民課所管の議案第６４号では、スマートフォンへの電子証明書搭載方法の町民への周知に関する質

問に対し、スマートフォンへの電子証明書搭載サービスは令和５年５月１１日から開始しており、国か

らのパンフレットにより窓口で周知している。スマートフォンを使用したコンビニエンスストアでの印

鑑登録証明書の取得は今年中に開始予定であり、詳細が決定次第周知していくとの説明がありました。 

 健康福祉課所管の議案第６５号では、改正により介護保険資料の複写が無料になるということか、ま

たいつから適用するのかとの質問に対し、お見込みのとおりであり、令和５年１０月１日から施行する

との説明がありました。 

 子ども家庭課所管の議案第６６号では、食事療養費の年間の助成額や、食事療養費を廃止する際に他

の施策を拡充するなどの議論はあったのかの質問に対し、年間１００万円前後支出しており、県内では

本町のみが助成している。この予算を他の事業に充てていきたい。最近の動向として、国からも子育て

支援策が出されている中で、財源確保は大きな課題となっている。昨年度、児童医療費の拡充も行った

ところであり、妊産婦支援や結婚支援等子育て支援策全体として見直しを図る中での検討結果となって

いるとの説明がありました。 

 都市建設課所管の議案第６７号では、９月議会での道路認定理由と道路寄附基準の公表に関する質問
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に対し、道路に隣接する土地の建築確認申請など諸手続に支障がないようにするためである。また寄附

基準は課内の内規であるが、今年度に基準を見直し公表したいと考えているとの説明がありました。 

 審査の結果、議案第６４号から議案第６６号までは全員賛成により、議案第６７号は賛成多数により

原案どおり可決いたしました。 

 以上、報告いたします。 

 令和５年９月１９日、産業厚生常任委員長、海老原友子。 

○議長【髙橋正昭君】 常任委員長の報告が終了しました。 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【髙橋正昭君】 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【髙橋正昭君】 なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから順次、採決いたします。 

 初めに、議案第５８号「工事請負契約の変更について（（仮称）上三川町生涯学習・子育て支援複合

施設建設工事）」を採決いたします。これに対する委員長報告は可決です。委員長報告のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【髙橋正昭君】 起立多数です。したがって、議案第５８号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５９号「財産の取得について（（仮称）上三川町生涯学習・子育て支援複合施設（子育

て支援センター部分を除く）に係る什器等）」を採決いたします。これに対する委員長報告は可決です。

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【髙橋正昭君】 起立全員です。したがって、議案第５９号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６０号「財産の取得について（子育て支援センター開設に係る什器等）」を採決いたし

ます。これに対する委員長報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願いま

す。 

（賛成者起立） 

○議長【髙橋正昭君】 起立全員です。したがって、議案第６０号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６１号「上三川町都市計画税条例の一部改正について」を採決いたします。これに対す

る委員長報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【髙橋正昭君】 起立多数です。したがって、議案第６１号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６２号「上三川町ＯＲＩＧＡＭＩプラザの設置及び管理に関する条例の制定について」

を採決いたします。これに対する委員長報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方
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は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【髙橋正昭君】 起立多数です。したがって、議案第６２号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６３号「上三川町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定について」を

採決いたします。これに対する委員長報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【髙橋正昭君】 起立全員です。したがって、議案第６３号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６４号「上三川町印鑑条例の一部改正について」を採決いたします。これに対する委員

長報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【髙橋正昭君】 起立全員です。したがって、議案第６４号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６５号「上三川町手数料条例の一部改正について」を採決いたします。これに対する委

員長報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【髙橋正昭君】 起立全員です。したがって、議案第６５号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６６号「上三川町妊産婦医療費助成に関する条例の一部改正について」を採決いたしま

す。これに対する委員長報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【髙橋正昭君】 起立全員です。したがって、議案第６６号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６７号「町道路線の認定について」を採決いたします。これに対する委員長報告は可決

です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【髙橋正昭君】 起立多数です。したがって、議案第６７号は原案のとおり可決されました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【髙橋正昭君】 日程第２、「議案第７４号から議案第８０号までの決算特別委員会審査結果報

告について」を議題といたします。 

 決算特別委員会付託の案件につきましては、お手元に配付のとおり審査結果報告書が提出されており

ますので、会議録に登載のことといたします。 

 

令和５年９月１９日 

 上三川町議会議長 髙橋正昭 様 

                               上三川町議会決算特別委員会 

                               委員長 海老原友子 

委員会審査結果報告書 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第７７条の規定によ
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り報告します。 

記 

１ 審査事件 

 （１）議案第７４号 令和４年度上三川町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 （２）議案第７５号 令和４年度上三川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 （３）議案第７６号 令和４年度上三川町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 （４）議案第７７号 令和４年度上三川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

 （５）議案第７８号 令和４年度上三川町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 （６）議案第７９号 令和４年度上三川町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

 （７）議案第８０号 令和４年度上三川町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

２ 審査日 

  令和５年９月１１日（月）、１２日（火） 

３ 審査委員 

  委員長  海老原友子 

  副委員長 小川公威 

  委員   田﨑幸夫 

       鶴見典明 

       篠塚啓一 

       神藤昭彦 

       稲川 洋  計７人 

４ 審査結果 

  議案第７４号から議案第７８号までは、認定する。 

  議案第７９号及び議案第８０号は、可決及び認定する。 

 

○議長【髙橋正昭君】 これより決算特別委員長の報告を求めます。７番、決算特別委員長、海老原友

子君。 

（７番・決算特別委員長 海老原友子君 登壇） 

○７番・決算特別委員長【海老原友子君】 令和４年度決算に係る決算特別委員会の審査結果について

御報告いたします。 

 去る９月１日の本会議におきまして決算特別委員会が設置され、９月１１日、１２日の２日間、田﨑

幸夫委員、鶴見典明委員、篠塚啓一委員、神藤昭彦委員、稲川洋委員、副委員長に小川公威委員、委員

長に私、海老原友子の計７人が出席し審査を行いました。 

 なお、委員会の結果報告につきましては、お手元の審査結果報告書における各会計の主な質疑の朗読

をもって代えさせていただきます。 

 報告書の２ページをお開きください。 

 一般会計歳入決算額は１２７億１,７２７万４,０８２円、歳出決算額は１１６億４１９万６,３３４
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円、形式収支額は１１億１,３０７万７,７４８円で、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支

額は８億６５万５,７４８円となっております。 

 各特別会計における歳入歳出差引額は、国民健康保険事業特別会計で４,０９８万９,４６５円、介護

保険事業特別会計で２億１,７９６万４,７２９円、後期高齢者医療特別会計で３６２万５,８６８円、

農業集落排水事業特別会計で１,５６６万３,２６６円となり、各会計とも黒字決算として計上しており

ます。 

 水道事業会計では、収益的収入及び支出の決算で、当年度純利益が１,９２６万５,２８２円となって

おります。また、下水道事業会計では、収益的収入及び支出の決算で、当年度純利益が１,６９６

万２,６２０円となっております。 

 次に、審査過程における各会計の主な質疑について御報告いたします。 

 一般会計の歳入では、固定資産税及び都市計画税の現年課税分の不納欠損の理由に関する質問に対し、

相続人が不存在なため、今後の納付見込みがないと判断したとの説明がありました。 

 一般会計の歳出のうち、総務費では一般管理費の時間外勤務手当の質問に対し、支給対象者は４４名

分である。一般管理費に限らず、職員全体としては昨年度の時間外勤務手当の合計額を平均単価で割り

戻すと月１０時間程度であるとの説明がありました。 

 次に、民生費では、社会福祉総務費の相談事業に関する質問に対し、心配ごと相談は１８件で、金銭

トラブルや不動産などの相談で、民生委員、人権擁護委員等が相談を受けている。また、法律相談は県

弁護士会の弁護士が相談員となり、相談件数は６７件であるとの説明がありました。 

 次に、衛生費では、予防接種健康被害救済措置に関する質問に対し、新型コロナウイルスワクチン予

防接種の健康被害については、町に相談中も含めて１０名程度であるとの説明がありました。また、医

療用ウィッグ等購入費助成に関する質問に対し、ウィッグ１３件、乳房補正具１件の申請があった、と

の説明がありました。 

 次に、農林水産業費では、森林経営管理事業の内容に関する質問に対し、事業内容は森林所有者から

町が経営管理権の移譲を受けた森林の間伐等維持管理を業者に委託する事業で、７カ所、１.２６ヘク

タールの実績であるとの説明がありました。 

 次に、商工費では、各種業務支援に関する質問に対し、アドバイザー制度により商店街活性化に係る

提言として、商店街のにぎわい創出及び新規出店の受皿となる企画推進、拠点としての生沼家住宅の活

用、また商店街活性化の担い手育成等があった。その具体的施策について、商店街活性化を図るために

商店街の横のつながりの強化として、中心商店街の商店主による意見交換会を行ったり、創業支援とし

て町商工会とともに経営塾などを行っているとの説明がありました。 

 次に、土木費では、定住促進住宅取得支援事業に関する質問に対し、事業開始の令和元年度は１４件、

令和２年度２０件、令和３年度１０件、令和４年度１５件、令和５年度は現在１３件の申請があり、申

請時の世帯人数で計算すると２５３人の定住につながっているとの説明がありました。 

 次に、教育費では、各種業務支援の人材派遣に関する質問に対し、ＡＬＴ４名の派遣業務であり、月

に一度のミーティングを行い、町雇用のＡＬＴを含めての指導を行っている。また、公民館講座におい

てもサポートを行っている。ＡＬＴは、初級又は中級程度の日本語を話せ、主任においては日本人と遜
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色なく日本語を話せるとの説明がありました。 

 次に、災害復旧費では、東蓼沼橋の復旧工事に関する質問に対し、火災による復旧と併せて損傷箇所

の工事を行ったものであるとの説明がありました。 

 次に、国民康保険事業特別会計では、特定健康診査及び特定保健指導の実績に関する質問に対し、特

定健康診査は集団健診及び個別健診の合計で１,９８１名、特定保健指導は、積極的支援が延べ５１名、

動機付け支援が延べ１８２名であるとの説明がありました。 

 審査の結果、議案第７４号から議案第７８号までは全員賛成で決算を認定することに、議案第７９号

及び議案第８０号は全員賛成で剰余金の処分を可決及び決算を認定することに決定いたしました。 

 以上、報告といたします。 

 令和５年９月１９日、決算特別委員長、海老原友子。 

○議長【髙橋正昭君】 委員長の報告が終了しました。 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【髙橋正昭君】 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【髙橋正昭君】 なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから順次、採決いたします。 

 初めに、議案第７４号「令和４年度上三川町一般会計歳入歳出決算の認定について」を採決いたしま

す。これに対する委員長報告は認定とするものです。委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起

立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【髙橋正昭君】 起立多数です。したがって、議案第７４号は委員長報告のとおり認定すること

に決定いたしました。 

 次に、議案第７５号「令和４年度上三川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」

を採決いたします。これに対する委員長報告は認定とするものです。委員長報告のとおり認定すること

に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【髙橋正昭君】 起立全員です。したがって、議案第７５号は委員長報告のとおり認定すること

に決定いたしました。 

 次に、議案第７６号「令和４年度上三川町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」を採

決いたします。これに対する委員長報告は認定とするものです。委員長報告のとおり認定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【髙橋正昭君】 起立全員です。したがって、議案第７６号は委員長報告のとおり認定すること
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に決定いたしました。 

 次に、議案第７７号「令和４年度上三川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」を

採決いたします。これに対する委員長報告は認定とするものです。委員長報告のとおり認定することに

賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【髙橋正昭君】 起立全員です。したがって、議案第７７号は委員長報告のとおり認定すること

に決定いたしました。 

 次に、議案第７８号「令和４年度上三川町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について」

を採決いたします。これに対する委員長報告は認定とするものです。委員長報告のとおり認定すること

に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【髙橋正昭君】 起立全員です。したがって、議案第７８号は委員長報告のとおり認定すること

に決定いたしました。 

 次に、議案第７９号「令和４年度上三川町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」を採

決いたします。これに対する委員長報告は可決及び認定とするものです。委員長報告のとおり可決及び

認定とすることに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【髙橋正昭君】 起立全員です。したがって、議案第７９号は委員長報告のとおり可決及び認定

することに決定いたしました。 

 次に、議案第８０号「令和４年度上三川町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」を

採決いたします。これに対する委員長報告は可決及び認定とするものです。委員長報告のとおり可決及

び認定とすることに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【髙橋正昭君】 起立全員です。したがって、議案第８０号は委員長報告のとおり可決及び認定

することに決定いたしました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【髙橋正昭君】 日程第３、「議員の派遣について」を議題といたします。 

 議員派遣につきましては、お手元に配付のとおり派遣することにしたいと思います。御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【髙橋正昭君】 異議なしと認めます。したがって、議員の派遣についてはお手元に配付しまし

たとおり、派遣することに決定いたしました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【髙橋正昭君】 日程第４、「議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について」を議題といた

します。 

 議会運営委員長から、会議規則第７５条の規定により、お手元に配付した申出書のとおり、閉会中の
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継続調査の申出があります。 

 お諮りいたします。委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【髙橋正昭君】 異議なしと認めます。したがって、委員長から申出のとおり、閉会中の継続調

査とすることに決定いたしました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【髙橋正昭君】 以上で本定例会の案件は全て終了いたしました。 

 ここで、町長より発言の申出がありますので許します。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 令和５年第４回町議会定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げま

す。 

 本定例会は、９月１日から１９日までの１９日間にわたり開会され、この間、報告事項や条例関係、

補正予算、決算認定など２８案件を上程いたしました。いずれの案件につきましても、終始、積極的な

御審議をいただき、原案どおり可決・決定をいただき、ここに厚くお礼を申し上げます。可決いただき

ました議案の執行に当たりましては、細心の注意を払ってまいる所存でございます。今後とも、議員の

皆様におかれましては、なお一層の御指導と御鞭撻のほどをお願い申し上げ、議会閉会に当たりまして

の私の挨拶といたします。ありがとうございました。 

○議長【髙橋正昭君】 閉会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。 

 本定例会は、９月１日から本日までの１９日間にわたり開催され、議員各位には、提出されました多

数の重要議案につきまして、終始、慎重かつ熱心に御審議いただき、また、議会運営に御協力いただき、

厚く御礼を申し上げます。 

 執行部におかれましては、委員長報告をはじめ、各議員の意見につきまして十分検討を加えられ、行

財政運営に反映されますよう希望し、挨拶といたします。 

 以上をもちまして、令和５年第４回上三川町議会定例会を閉会いたします。誠にお疲れさまでござい

ました。 

午前１０時３７分 閉会 

 


